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異常気象の発生により地球温暖化への懸念が一層高まっている中、２０５０年カーボ

ンニュートラルへ向けた対応として、「需給の安定化」と「ＣＯ２削減」の両立が強く

求められています。このような状況のもと我が国においては、化石エネルギー中心の産

業構造・社会構造をクリーンエネルギー中心に転換することを目指して、「グリーント

ランスフォーメーション」いわゆる「ＧＸ」を推進しています。 

こうした中、エネルギー需要サイドにおいては、カーボンニュートラルに向けた対策

の柱として、省エネを「第一の燃料」と捉え、「省エネルギー・ファーストの原則」で、

これを徹底していくことが益々重要になっています。 

当センター北陸支部としては、北陸地域における「省エネを中心とするエネルギー利

用の最適化」を進めるため、本部と密接な連携のもと、賛助会員の皆様や関係各位のご

協力をいただきながら、諸活動を展開していきます。 

 

 

具体的事業展開  

（１） 省エネ人材の育成に係る教育・普及事業 

改正省エネ法の理解促進、省エネ及び脱炭素技術に係る実践的知識の習得を目的に、

会員・地域が必要とするテーマを取り上げた講座を開催します。 

 

（２） 事業分野における省エネルギー及び脱炭素の推進 

産業・業務部門における省エネ及び脱炭素の推進のため、「省エネ最適化診断」及び

「無料講師派遣」の広報活動を強化し、利活用の向上を図ります。 

 

（３） 国家試験の実施 

省エネ法に基づくエネルギー管理士資格に係る試験を厳正かつ的確に実施します。 

 

（４）省エネルギー及び脱炭素推進のための普及啓発事業 

省エネ・脱炭素エキスパート検定やエネルギー診断プロフェッショナル認定等を通じ

て省エネ普及専門家を養成します。 

 

（５）会員サービス 

会員企業からの問い合わせへの的確な対応、エネルギー管理に係る支部長表彰の実施、

経済産業局長表彰の推薦等会員サービスを充実し、会員の拡大に努めます。 


